
 苓北町立都呂々小学校いじめ防止基本方針 

                                                                 令和４年５月改訂 

１ いじめの定義と本校の基本認識 

（１）いじめの定義 

   「いじめ」とは、「児童生徒等に対して、当該児童生徒等が在籍する学校に在籍している等当該

児童生徒等と一定の人的関係のある他の児童生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒等

が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

（２）本校の基本認識 

   上記の定義のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校、どの学級でも起こりうるも   

のであり、いじめ問題に全く無関係である児童はいない。」という基本認識にたち、全ての児童が、

「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるようにする。 

   そのため、以下の内容を基本姿勢として挙げる。 

 ア いじめを許さない、見逃さない雰囲気づくりに努める。 

 イ 児童一人一人の自己肯定感（所属感・自己有用感・自己肯定感）を高め、自尊感情を育  

む。 

 ウ いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため、様々な手段を講じる。 

 エ 当該児童の安全を保障し、早期解決、事後指導のため、家庭、各種団体、専門家との連  

携・協力を図る。 

 

２ いじめ防止等の対策 

（１）いじめの未然防止 

  ア 道徳教育の充実を図るため、道徳の時間の指導を工夫し、ねらいとする道徳的価値の深い自    

覚を促す。 

    イ 「命の大切さを育む授業プログラム」に沿った実践を強化し、自他の命を大切にする心や自    

己有用感の醸成に努める。実践後は、児童の変容等をもとにカリキュラムの見直しを行う。 

    ウ 人権教育の充実を図り、差別を許さない・見逃さない態度の育成に努める。また、人権旬間    

を年３回設定し、人権集会等の取組みを通して、人権感覚の育成に努める。    

エ 道徳性の育成のための取組としての体験活動を以下のとおり推進する。 

   ・縦割り班活動による異学年交流 

   ・無言掃除の取組と学級園の整備 

   ・低学年における幼・保等との連携のための活動 

  オ 各教科等の学習指導において、言語活動の充実を図り、確かな学力の育成に努め、相互交流    

の工夫を行い、コミュニケーション能力を育成する。 

  カ ＳＮＳ等のインターネットを利用したいじめの未然防止のため、情報モラル教育の充実を図    

るとともに、保護者への啓発をする。  

（２）児童の思いを大切にした取組（宣言文） 

  ア 本校児童会宣言文（とことん都呂々っ子宣言）関連分 

   ・はきはきと あいさつや返事をします。 

   ・だれとでも 仲良くします。 

イ なかよし人権宣言（H30.6作成） 

   ・いじめをしない、許さない学校にしよう。  

      ・相手の気持ちを考えて行動しよう。 

（３）いじめの早期発見・早期対応 

  ア 早期発見のための取組 

  （ア）職員は、日頃の児童の様子の少しの変化も見逃さないように努め、気になったことにつ     

いては、当該児童等へ積極的に声をかける等の対応をする。 

  （イ）「都呂々っ子なかよしアンケート」（６月、１０月、２月）及び「心のアンケート」（１２



月）を実施し、児童の悩みや人間関係を把握する。 

  （ウ）教育相談週間を年３回（６月・１１月・２月）実施する。 

    （エ）年２回（６月及び１２月）、保護者に対して「いじめ発見チェックリスト」を配付し、     

保護者と協力する。 

  （オ）いじめにより、児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合もある     

ため、「愛の１・２・３運動＋１［プラスワン」］（欠席１日目に電話連絡、２日目に家庭 

訪問、３日目以降は学校組織で対応、１０日目までにＳＣ・ＳＳＷ等の活用）を実践し、不 

登校の未然防止及び早期発見、早期解消に努める。ただし、児童が欠席しても家庭からの連絡

がない場合や児童からの連絡のみの場合は、欠席１日目でも家庭訪問を実施する。 

  （カ）上記「愛の１・２・３運動＋１」については、保護者に対して周知するとともに、児童の 

欠席連絡を保護者の責任において確実に行うよう依頼する。 

  イ 早期対応のための取組 

    （ア）いじめを把握したときは、情報集約担当者に情報を集め学級担任だけで抱え込むことのない

よう全職員で分担し、早期解決にあたる。情報集約担当者を子供や保護者に周知する。 

  （イ）隔週金曜日に「相談会」を実施し、できるだけ早急に対応できるよう教職員間情        

報の共有化を図る。 

  （ウ）「いじめ問題対応マニュアル」により、他の職員及び保護者等と連携し、対応にあたる。    

（エ）必要に応じて、「いじめ防止対策委員会」を開催し、対応について協議する。 

（４）教育相談体制 

  ア 校内における「いじめ相談窓口」（教頭、情報集約担当者、養護教諭及び特別支援教育コーデ

ィネーター）を設置し、相談体制の整備を行う。   

  イ 学級懇談会時に個別の教育相談の時間を設定し、保護者からの相談に対して対応する。 

  ウ 児童及び保護者に、県や警察等が実施している電話による相談体制について周知する。 

（５）生徒指導体制 

  ア 「児童の居場所づくり推進テーブル」の視点に沿った生徒指導を行う。 

  イ 生徒指導における各月の重点について確実に指導する。 

  ウ 生徒指導の推進状況について、「都呂々っ子支援委員会」で確認し、必要に応じ協議する。 

    エ 「都呂々っ子支援委員会」では、児童の出席状況に関しての情報の共有化を図り、不登校の    

早期発見及び早期対応、早期解消の取組の充実を図る。その際、いじめにより当該児童が相当    

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められた場合は、重大事態として対    

応する。 

 

（６）校内研修 

  ア 全ての児童が授業に参加し、活躍できるための授業改善を図り、いじめの未然防止に努める。   

イ 授業を担当する全ての教員が、公開授業を行って互いの授業を参観し合う機会を位置付ける。   

ウ 「学びの一歩」の徹底を図り、学習規律の確立に努める。 

  エ いじめに関する研修を実施する。 

 

３ 重大事態等の対応 

    生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀な   

くされている疑いがある場合は次のように対処する。 

（１）重大事態が発生した旨を苓北町教育委員会に速やかに報告する。 

（２）教育委員会と協議の上、当該事案に対する組織を設置する。 

（３）上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

（４）上記調査結果等の情報を、いじめを受けた児童及びその保護者に対して適切に提供する。 

（５）調査結果を教育委員会へ報告する。 

（６）調査結果を踏まえた必要な措置を講じる。 

 



４ いじめの防止等のための組織 

（１）学校内の組織 

  ア 生徒指導推進委員会 

    問題傾向を有する児童について、現状と指導に関する情報交換及び共通実践を協議する。 

      ＜構成員＞ 

    校長、教頭、情報集約担当者、生徒指導担当、教務主任、養護教諭、特別支援教育コーディネ

ーター、当該学級担任 

   ＜開催＞ 

    毎月１回を定例会とし、問題行動発生時には緊急開催とする。 

  イ いじめ・不登校対策委員会  

    （ア）不登校対策委員会 

      児童の出席状況に関しての情報の共有化を図り、不登校の早期発見及び早期対応、早期      

解消の取組について協議する。 

       ＜構成員＞ 

         校長、教頭、情報集約担当者、生徒指導担当、教務主任、養護教諭、特別支援教育コーディ

ネーター、当該学級担任、スクールカウンセラー（必要に応じて） 

    ＜開催＞ 

         毎月１回を定例会とし、児童が相当の期間（特別な理由がなく３日以上）学校を欠席した     

場合には緊急開催とする。 

  （イ）いじめ防止対策委員会 

     いじめ防止に関する措置を実効的に行うための協議を行う。 

    ＜構成員＞ 

         校長、教頭、情報集約担当者、生徒指導担当、教務主任、養護教諭、特別支援教育コーディ

ネーター、当該学級担任、スクールカウンセラー（必要に応じて） 

    ＜開催＞ 

         いじめ事案発生時に開催する。 

 

（２）家庭、地域、関係機関と連携した組織 

  ア 都呂々小いじめ防止対策連携委員会 

    緊急かつ重大事態のいじめ事案等について支援するために、保護者、地域住民、関係機関か    

らの代表により、対策等について協議する。 

   ＜構成員＞ 

    校長、教頭、情報集約担当者、生徒指導担当、教務主任、養護教諭、特別支援教育コーディネ

ーター、当該学級担任、スクールカウンセラー、ＰＴＡ会長、学校運営協議会、主任児童委員、

天草警察署  

      ＜開催＞ 

        緊急かつ重大事態のいじめ事案発生時に開催 

 

５ 評価と改善（ＰＤＣＡサイクルによるチェック） 

（１）評価について 

  ア いじめの認知件数 

イ 不登校及び不登校傾向の児童数 

ウ 学校評価アンケート（保護者及び関係者） 

エ 教育相談等の内容 

（２）改善について 

ア 行動計画について 

イ 実践状況について 

ウ 次年度への志向について 



 ６ 主な年間行動計画   

 未然防止 早期発見・早期対応 組織・研修等 

 

 

  年 

 

  間 

 

 

 

 

・道徳の時間の工夫 

・「命の大切さを育む授業 

プログラム」 

・人権教育の充実 

・体験活動 

（縦割り班活動・無言掃  

除・保小中連携等） 

・言語活動の充実 

・情報モラルの指導 

・日常の観察と情報集約担当者へ

の早急な連絡 

・「なかよしアンケート」、「心

のアンケート」の実施 

・「愛の１・２・３運動」＋１ 

・「相談会」（隔週金曜日） 

・個別の教育相談 

 

・都呂々っ子支援委員会 

・いじめ相談窓口 

・「学びの一歩」 

（学習規律） 

・人権教育研修 

 

 

 

 

４月 ・児童の生活目標の設定 

・情報集約担当者の周知 

・登校班指導（地区児童会） ・生徒指導方針の共通理解 

５月   ・人権旬間の取組の 

共通理解 

６月 

 

 

・人権旬間 

・なかよし集会 

 

・「なかよしアンケート」 

・教育相談週間 

・「いじめ発見チェックリスト」 

・第１回学校評価 

(児童・保護者・教職員) 

・学校運営協議会 

・学校関係者評価 

・人権教育レポート研修 

７月 

 

・地区児童会 

・夏休み前の事前指導 

 

 

・｢『命を大切にする心』

を育む週間｣(道徳) 

公開授業 

・地区懇談会 

・１学期の取組の評価 

８月 

 

・児童の生活目標の設定 

 

・夏休み後の指導 

 

・人権教育研修会 

・家庭教育講演会 

９月 

 

  ・長期休業後の児童理解 

10月 

 

  ・いじめに関する校内研修 

11月 

 

 

 

 

 

・人権旬間の取組の 

共通理解 

 

12月 

 

・人権旬間 

・なかよし集会 

・冬休み前の事前指導 

・「心のアンケート」 

・教育相談週間 

・「いじめ発見チェックリスト」 

・各アンケート結果分析 

・人権教育公開授業 

１月 

 

・児童の生活目標の設定 

 

・冬休み後の指導 

・第２回学校評価 

（児童・保護者・教職員） 

・人権週間の取組の 

共通理解 

２月 

 

・人権週間 

・なかよし集会 

・「なかよしアンケート」 

 

・学校運営協議会 

・学校関係者評価 

３月 

 

・春休み前の事前指導 

 

 

 

・年間評価 

・次年度への見直し 

 


